
１　狂犬病予防、動物愛護管理

（１）畜犬捕獲等業務

年度
畜犬捕獲及び

収容頭数
返還頭数

咬傷事故(犬)
届出件数

猫引取数

平成30年度 72 26 13 117

令和元年度 79 30 21 117

令和2年度 88 31 20 74

令和3年度 58 18 15 89

令和4年度 57 23 13 59

（２）犬に関する問い合わせ受付件数

総    数
飼い方指導

依頼
野犬・放浪兼

保護依頼
負傷・死亡
収容依頼

引取り依頼 失踪照会 その他

274 28 67 1 20 127 31

（３）猫に関する問い合わせ受付件数

総    数
飼い方指導

依頼

飼い主のいない
猫の不妊・去勢

手術依頼

負傷・死亡
収容依頼

引取り依頼 失踪照会 その他

371 20 21 42 58 129 101

３．

４．

５．

６．

基本事業3　人と動物との共生環境づくり

（主担当：衛生指導課）

狂犬病予防のために、飼い主の判明しない犬の抑留を行います。また、動物の虐待防止及び
周辺環境の保全のために、犬猫の飼い主に対して適切な飼養管理に関する助言・指導を行い
ます。

主な取組内容
１．

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物取扱業登録手続きを実施します。

動物愛護についての普及啓発のために動物愛護の絵・ポスター展等を実施します。

保健所で保護または引取りを行った犬猫に生存の機会を設け、適正飼養ができる飼い主へ譲
渡するため、新しい飼い主の申込を受け付けます。

犬とはどういう動物であるか、犬による危害がもたらす社会的影響、更には、盲導犬等を紹
介することで、人と動物の共生について正しく理解し、生命を尊重する精神を育むことを目
的として、小学生、幼稚園児、保育園児等を対象に「動物愛護教室」を実施します。

保健所に収容された犬猫の生存の機会を増やすため、三重県動物愛護推進センター（あすま
いる）と連携して、適正な譲渡に取り組みます。

２．

　狂犬病予防法及び三重県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、野犬及び飼い主の判
明しない飼い犬を抑留するとともに、飼い主に対して放し飼い等に関する飼育指導を行い、
犬による人畜その他への危害の発生防止に努めました。また、猫についても、動物の愛護及
び管理に関する法律に基づき、引取りと適正飼養に関する指導を行いました。



２　動物愛護に関する啓発

イ 動物愛護の絵・ポスター入賞作品展

３　犬・猫の譲渡事業

（１）犬の譲渡数　　　33頭

（２）猫の譲渡数　　　37匹

４　動物取扱業

（１）第一種動物取扱業施設数及び監視指導状況

施設数 新規登録数 廃止数 監視指導件数

116件 9件 9件 30件

（２）第二種動物取扱業施設数及び監視指導状況

施設数 新規届出数 廃止数 監視指導件数

4件 1件 0件 1件

（１）動物愛護の絵・ポスター募集

　保健所に収容した犬・猫を適正飼養ができる飼い主へ譲渡を行うことで、生存の機会を設
け、動物の愛護及び生命の尊重の精神の周知を図ることを目的に実施しました。

（２）動物を愛護する心の啓発事業

期間

令和4年9月28日～10月4日

開催回数

6回

　動物愛護週間行事の一環として各小学校、中学校の児童生徒を対象に動物愛護の絵・ポス
ターを募集し、入賞作品の展示を実施しました。

　人と動物とのかかわりについて学ぶ機会と動物愛護意識の高揚に向けた啓発を充実させる
ため、小学校の児童を対象に出前教室などの事業を行いました。（公益財団法人　三重県動
物管理事務所との協働事業）

入賞枚数

中学校 21枚

１枚小学校

178人

会場

アピタ桑名店

  動物の愛護及び管理に関する法律により動物取扱業は登録が必要です。平成25年９月１日
からは、従来の動物取扱業は第一種動物取扱業と名称を改め、新たに非営利で動物を取扱う
者についても一定以上の頭数を収容する場合には第二種動物取扱業として届出が必要となり
ました。この登録または届出のあった施設の監視指導を実施しました。

ア 動物愛護の絵・ポスター応募枚数

応募枚数

1430枚

１枚

参加者数


